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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対 象 鳥 獣 
エゾシカ、ヒグマ、ハシブトガラス・ハシボソガラス、キツネ、ラッコ、タ

ヌキ、アライグマ 

計 画 期 間 令和7年度～令和9年度 

対 象 地 域 北海道根室市（全域） 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和５年度） 

鳥 獣 の 種 類 
被害の現状 

品目・被害内容 被害数値 

エ ゾ シ カ 

牧草 2,750.4ha  112,688千円 

ラップサイレージ 13,600個  108,800千円 

森林 被害は大きい（数値的には不明） 

交通事故 
警察に届出のあった件数は109件 

被害金額は不明 

ヒ グ マ 

農業被害 不明 

人家周辺での出没 
目撃件数 100件 

生活環境における不安 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 

農業被害 

不明 生活環境被害 

家畜伝染病等への懸念 

キ ツ ネ 
農業被害 不明 

エキノコックス症感染の懸念 感染報告なし 

ラ ッ コ 漁業被害 不明 

タ ヌ キ 

農業被害 

不明 家畜伝染病等への懸念 

生活環境被害 

ア ラ イ グ マ 
農業被害 

不明 
家畜伝染病等への懸念 

 

（２）被害の傾向 

エ ゾ シ カ 

市内全域に生息しており、牧草及びラップサイレージの食害による農業被

害が特に大きい。 

その他、列車衝突事故や通行車両等の事故も増加による産業活動や住民生

活への影響、さらには、森林被害や春国岱でのハマナスの食害による生態系

への影響など多方面に及んでいる。 

近年、市街地にも頻繁に出没するため、人への危害や交通事故等の誘発が

懸念される。 
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ヒ グ マ 

市内全域に生息しており、牧草地への出没や道路横断等の姿が目撃され、

年々目撃件数が増加している。 

近年は、市街地近郊まで出没していることから、人畜への危害が懸念され

ている。 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 

市内全域に生息しており、播種時期の牧草が引き抜かれる、牧草ロールの

ラップが破られ発酵が進み過ぎ腐る、牛の分娩時に仔牛の目や陰部が傷つけ

られるなどの被害が発生している。また、各種病原菌の媒介動物でもあり、

家畜伝染病等への影響が懸念されていることや、繁殖期において親カラスは

雛や卵を守ろうと過敏になっており、人の頭上に飛来し威嚇するなど、人を

襲う恐れがある。 

キ ツ ネ 

市内全域に生息しており、出産間もない仔牛や病弱な牛を襲うなどの家畜

被害が発生していることや、牛舎内の侵入による家畜への環境衛生面でも影

響が懸念されている。また、人家への出没に伴い、エキノコックス症感染の

危険度が高まっている。 

ラ ッ コ 

平成 22 年 3 月に根室半島沿岸部においてエゾバフンウニの食害が確認さ

れ、「根室市ラッコ被害防止対策協議会」を設立し、潜水による被害調査や

陸海上からの生息調査を実施したが、被害は確認できなかった。現状、漁業

被害の把握には至っていない。 

タ ヌ キ 

市内全域に生息しており、牛舎内に侵入し、飼料を食い漁る等の被害が発

生していることや、牛舎内の侵入による家畜への環境衛生面でも影響が懸念

されている。また、人家への出没に伴い、感染症の危険度も高まっている。 

ア ラ イ グ マ 

通年、牛舎内に侵入し、飼料を食い漁る等の被害が発生していることや、

牛舎内の侵入による家畜への環境衛生面でも影響が懸念されている。また、

人家への出没に伴い、感染症の危険度も高まっている。 

（３）被害の軽減目標 

指     標 現状値（令和5年度） 目標値（令和9年度） 

エ ゾ シ カ 農 業 被 害 221,488千円 155,042千円（30％削減） 

ヒ グ マ 
人 身 被 害 0件 被害を発生させない 

農 業 被 害 不明 被害を発生させない 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 
農業被害等 不明 被害を発生させない 

キ ツ ネ 農業被害等 0件 被害を発生させない 

ラ ッ コ 漁 業 被 害 不明 被害を発生させない 

タ ヌ キ 農業被害等 不明 被害を発生させない 

ア ラ イ グ マ 農業被害等 不明 被害を発生させない 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課   題 

捕獲等に関する取組 

エゾシカ 

市と道東あさひ農業協同組合根

室支所（以下、「農協」）が非狩猟

期間に、銃猟による有害駆除を年間

3 期に分け一般社団法人北海道猟

友会根室支部（以下、「猟友会」）

に委託して実施。また、銃猟の使用

が制限されている地域においては、

箱わなによる捕獲も実施。冬期間に

おいては、認定鳥獣捕獲等事業者へ

委託し、囲いわなによる捕獲を実

施。囲いわなの実施にあたっては、

「落とし扉遠隔操作システム」を構

築し、効率・効果的な捕獲事業を推

進している。 

捕獲実績は、増加傾向にあるもの

の、農業被害等の減少に至っておら

ず、生息数に変化は生じていないと

考えられる。銃猟捕獲の効果を上げ

るには、エゾシカの生息地となって

いる鳥獣保護区や国有林での駆除

の実施や狩猟区域の拡大が必要。 

また、第一種銃猟免許所持者の高

齢化によるエゾシカ捕獲事業への

影響が懸念され、免許取得者の育

成・確保が課題となっている。 

ヒグマ 

広報による周知や講演会の開催

等による啓発活動のほか、ヒグマの

目撃情報が寄せられた場合は、看板

設置及び周辺のパトロール、関係機

関への周知を実施。特定地域に個体

が頻繁に出没し、人畜被害が危惧さ

れる場合は、銃器や箱わなによる問

題個体の捕獲を行うとともに、人里

出没抑制のための春期管理捕獲事

業を実施し、人身事故の未然防止を

図る。 

目撃情報は、郊外での道路横断が

ほとんどであるが、住宅地近郊まで

ヒグマが現れることもあり、人や家

畜への危害が懸念されている。重大

な事故は発生していないが、市街地

周辺への出没に伴う箱わな設置は、

場所等の制約があり、安全確保が課

題となっている。 

ハシブトガラス・ハシボソガラス 

 手取りによる営巣及び雛の捕獲

や農地周辺での銃猟による有害駆

除を実施。 

 

市街地においては、手取りによる

営巣及び雛の捕獲を実施しており、

樹高の高い場所や枝先等に営巣し

た場合は、撤去できないことが多々

あることに加え、人家や牛舎付近に

生息している場合は、銃猟での捕獲

が困難である。 

キツネ 
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市職員による箱わなを使用した

捕獲に加え、銃猟による有害駆除を

猟友会に委託し実施。 

生息数が不明であり、具体的な対策

に苦慮している。市街地周辺で捕獲

の場合、安全確保が課題である。 

ラッコ 

被害及び生息調査の実施（平成

22年度）。 

猟獲取締法による捕獲禁止動物

であるため、被害防止に向けた捕獲

以外の対策が課題となっている。 

タヌキ 

 市職員による箱わなを使用した

捕獲を実施。 

夜行性のため、実態把握が困難で

ある。 

アライグマ 

市職員による箱わなを使用した

捕獲を実施。 

夜行性のため、実態把握が困難で

ある。 

防護柵の設置等に関

する取組 

エゾシカ 

・市民の森の一部に侵入防止柵を設

置（2,206m）。 

・収穫した牧草の被害防止のため貯

蔵場所に侵入防止柵を設置（平成

26年度まで16ヶ所）。 

・春国岱のハマナス再生のための 

侵入防止策の設置（平成 26・27

年度）。 

・農地への侵入防止柵を設置（令和

6年度14,487ｍ） 

食害を受ける牧草地への防護柵

設置が有効であるが、設置費が高額

となることや設置後の維持管理が

課題となっている。 

（５）今後の取組方針 

エ ゾ シ カ 

根室市では猟友会と連携し有害駆除に取り組んできたが、依然として農林

業被害は高水準にある。また、春国岱を代表とする鳥獣保護区等がエゾシカ

の越冬地となっており、生活環境及び自然環境に影響を及ぼしていることか

ら、北海道や環境省などと連携し、更なる個体数削減に向けた取組を推進す

ることとする。銃猟及び箱わな、囲いわなによる継続的な捕獲とドローンを

使用した生息地調査による、効率的な捕獲箇所の選定と担い手の育成・確保

を図り捕獲体制の強化に努めるとともに、農業経営者自らが農地の自主防衛

の推進が図られるよう検討する。 

また、更なる捕獲体制の強化策として、関係機関と協議の上、箱わなや囲

いわなの増設等を行い、より捕獲できる体制づくりを行っていく。 

ヒ グ マ 北海道や市の対応マニュアル及びゾーニング管理により適切に対応する。 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 

引き続き、生活環境の被害防止を目的とした手取りによる営巣及び雛の捕

獲を行うとともに、家畜等への被害を及ぼす恐れのある個体について銃猟に
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よる捕獲を実施する。農業経営者自らによる農地の自主防衛の取組を推進す

る。 

キ ツ ネ 
人間の生活圏への侵入防止対策を図り、銃猟や箱わなによる捕獲を実施す

る。農業経営者自らによる農地の自主防衛の取組を推進する。 

ラ ッ コ 
漁業被害に関する実態調査を進めていくとともに、北海道や環境省とも連

携し、被害防止に資する手法の検討を実施する。 

タ ヌ キ 
 人間の生活圏への侵入防止対策を図り、箱わなによる捕獲を実施するとと

もに、農業経営者自らによる農地の自主防衛の取組を推進する。 

ア ラ イ グ マ 
人間の生活圏への侵入防止対策を図り、箱わなによる捕獲を実施するとと

もに、農業経営者自らによる農地の自主防衛の取組を推進する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

エ ゾ シ カ 

根室市鳥獣被害防止対策協議会において、被害防止に向けた効果的な対策

を検討し、構成団体が連携して被害防止対策を実施する。具体的には、根室

市鳥獣被害対策実施隊による有害駆除事業の実施や鳥獣保護区や国有林・銃

猟禁止区域など、銃器の使用が制限を受ける地域での囲いわなによる捕獲を

実施するとともに、銃猟による捕獲可能期間の延長や、囲いわなの増設及び

捕獲期間の延長等、更なる捕獲体制の強化を行い、捕獲頭数の増を目指す。 

なお、捕獲を効果的に実施するため、以下の取り組みを進める。 

１）市、農協、根室地区集落協定管理委員会（中山間地域等直接支払交付

金）等による捕獲委託事業の実施及び囲いわな捕獲事業の実施。 

 ２）市による、新たな捕獲事業担い手の育成・確保として、狩猟免許（第

一種銃猟・わな猟）の取得促進のための補助事業の継続実施。 

 ３）エゾシカロードキル対策として、市民への意識啓発のための道路管理

者や警察との連携強化。 

ヒ グ マ 
 ゾーニング管理に基づき、鳥獣被害対策実施隊による、箱わなの設置及び

捕獲を実施するとともに、人里出没抑制のための春期管理捕獲事業を実施。 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 

生活環境の被害防止を目的に、根室市職員等による営巣及び雛の手取りに

よる捕獲を実施するとともに、猟友会による捕獲を実施する。農業経営者自

らによる農地の自主防衛の取組について農協と協議した上で実施する。 

キ ツ ネ 

北海道エキノコックス症対策実施要領及び根室市キツネ対策計画書に基

づき、箱わなの設置及び猟友会に依頼し捕獲を実施する。農業経営者自らに

よる農地の自主防衛の取組について農協と協議した上で実施する。 

タ ヌ キ 
出没情報等を基に、根室市職員による箱わなを使用した捕獲の実施と合わ

せて、農業者の自主防衛取組についても支援を行う。 

ア ラ イ グ マ 
 出没情報等を基に、根室市職員による箱わなを使用した捕獲の実施と合わ

せて、農業者の自主防衛取組についても支援を行う。 
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（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和7年度 

～ 

令和9年度 

エ ゾ シ カ 銃器やわなを含めた効果的な捕獲方法の検討及び導入に

より駆除向上を図り、健康被害や農林水産物の被害軽減に取

り組む。 
その他の鳥獣 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

【エ ゾ シ カ】  

前年度の捕獲頭数及び個体数調査の結果等を参考とし、被害の減少につながる適正な頭数を捕

獲していくこととする。その他、越冬地等における囲いわなによる捕獲活動の実施、狩猟免許取

得への補助制度の創設による捕獲従事者の育成・確保を図ることにより捕獲頭数の増加が期待で

きる。 

【その他の鳥獣】 

 原則、捕獲目標頭数は設定しない。被害の状況に合わせ、適正な頭数を捕獲していくこととす

る。 

対象鳥獣 
捕獲計画数 

令和7年度 令和8年度 令和9年度 

エ ゾ シ カ 
銃器 1,800頭 

わな  200頭 

銃器 1,950頭 

わな  250頭 

銃器 1,950頭 

わな  250頭 

そ の 他 鳥 獣 被害状況での対応 

 

捕獲等の取組内容 捕獲予定場所は市内全域（鳥獣保護区等を除く） 

エ ゾ シ カ 

・銃 器 牧草刈取時期を考慮し、年3期に分け実施 

・囲いわな 冬期間に特定猟具（銃）禁止区域等にて実施 

・箱 わ な 猟銃による捕獲が困難な地域にて実施 

ヒ グ マ 

・市職員等による出没確認及びパトロール等初期対応 

・鳥獣被害対策実施隊による巡視及び捕獲活動の実施 

・銃器での捕獲を基本とし、銃器が使用できない場所で設置可能な場合、箱

わなによる捕獲 

ハシブトガラス 

ハシボソガラス 

・銃 器  4月上旬～9月下旬 

10月上旬～3月下旬 年2期に分け実施 

・根室市職員等による営巣及び雛の手取り捕獲（4月上旬～9月下旬） 

キ ツ ネ 

・銃 器  12月上旬～2月下旬 

・根室市職員による箱わなを用いた捕獲（4月上旬～9月下旬、10月上旬～3

月下旬） 

タ ヌ キ ・根室市職員による箱わなを用いた捕獲（出没状況に応じて対応） 

ア ラ イ グ マ ・根室市職員による箱わなを用いた捕獲（出没状況に応じて対応） 
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ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 エゾシカ・ヒグマ・キツネ・タヌキ・アライグマは警戒心が強いため、散弾銃を使用する際は、

ある程度対象鳥獣に近づかなければ捕獲することが難しく、安全面の確保が困難であることや捕

獲効率が減少してしまう。 

このことから、ライフル銃若しくは特定ライフル銃の所持許可要件を満たす者については、捕

獲の確実性においても同様の理由から、矢先やバックストップの確認等、十分安全面に配慮した

上でライフル銃若しくは特定ライフル銃による捕獲が適正であると考えられる。 

（４）許可権限移譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

根 室 市 エゾシカ、タヌキ 

 

４．防護柵の設置に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和7年度 令和8年度 令和9年度 

エ ゾ シ カ 

ヒ グ マ 
農業者等の要望による整備計画に基づき設置 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 取組内容 

令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

エ ゾ シ カ 

ヒ グ マ 侵入防止柵を整備した団体へ維持管理体制の助言を行う 

（３）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和7年度 

～ 

令和9年度 

エ ゾ シ カ 根室地域エゾシカ・ヒグマ対策連絡協議会における取組 

ヒ グ マ 

 根室地域エゾシカ・ヒグマ対策連絡協議会における取組 

花火等を活用した追い払い活動や希望する町内会への爆竹

提供、被害農家への被害防止知識の普及活動、一般市民向け

の講演会開催、ヒグマ出没時の連絡体制の整備、ホームペー

ジや SNS 等を活用した出没情報公開・注意喚起、誘引物除去

に関する指導及び対応 

全 て の 鳥 獣 

 有害鳥獣による農林水産物等への被害を防止するため、新

規に狩猟免許の取得並びに猟銃所持許可の取得及び猟銃等の

購入に要する経費に対し、予算の範囲内において「根室市狩

猟免許取得等補助金」を交付 

 鳥獣被害対策実施隊員の技術向上を図るため、鳥獣被害防

止対策協議会を実施主体とした「有害鳥獣捕獲プロフェッシ

ョナル確保育成事業」による各種研修事業の実施 
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５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和7年度 

～ 

令和9年度 

エゾシカ 

 

ヒ グ マ 

被害状況やその予防策について、広報誌やSNS等による市民周

知を行うと共に、対象鳥獣の生態や被害防止方法や対処法につい

て、市民向けの講演会を開催する 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合

の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

協議会の名称 根室市ヒグマ対策連絡会議・根室市ヒグマ対策本部 

関係機関の名称 役 割 

根室市 

連絡会議及び対策本部の連絡調整、情報収集及び被害調査、

誘引物等の除去指導、住民周知と安全確保、被害防止措置の

実施協力 

北海道根室振興局 
鳥獣被害に関する調査、情報提供及び広域的な調整と捕獲許

可等の実施 

根室警察署 住民周知と安全確保 

（一社）北海道猟友会根室支部 
有害駆除従事者の統括、連絡調整、銃猟による捕獲作戦の立

案、被害防止措置の実施 

根釧東部森林管理署 国有林内での捕獲協力・被害防除の指導・助言 

道東あさひ農業協同組合根室支所 農業関係者への周知 

（２）緊急時の連絡体制 

根室市職員（農林課）の担当者が中心となり、関係機関等へ情報提供・協力要請等を実施する。 

【フロー図】 

      （通報）          （情報提供・協力要請） 根室警察署 

住 民      根室市      （捕獲依頼） 猟友会 

                    （情報提供） 農林漁業関係機関 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

エ ゾ シ カ 

個体数管理の推進には、捕獲後の個体処理が課題となることから、食肉として

利活用を図るため、地元消費の拡大のための検討を進める。残滓については、減

量化を図り一般廃棄物処理場に搬入し処理する。 

ヒ グ マ 

捕獲個体は、検体として必要部位を北海道立総合研究機構エネルギー・環境・

地質研究所へ調査研究用資料として提供し、残滓は一般廃棄物処理場に搬入し処

理する。 

その他鳥獣 
 調査研究機関に必要とされる検体は提供し、不要な場合は一般廃棄物として処

理する。 
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８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する

事項 

（１）捕獲をした鳥獣の利用方法 

食   品 市内処理加工業者がエゾシカ肉をジビエとして有効活用し、道内外の飲食店

等に提供し、根室市内の学校給食のメニューとしても活用している。 

現時点では目標設定等なし。 

ペットフード 利用なし 

皮   革 利用なし 

その他（油脂、

骨製品、動物

園等でのと体

給餌、学術研

究等） 

利用なし 

（２）処理加工施設の取組 

 対象なし 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、処理加工施設におけるOJT事業を実施。 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会及び関係機関に関する事項 

【エゾシカ】 

協議会の名称 根室市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役 割 

根室市 総括的な運営・連絡調整 

道東あさひ農業協同組合根室支所 農業被害の把握と農業者との連絡・調整 

（一社）北海道猟友会根室支部 有害鳥獣捕獲と関連情報の提供 

根室農業改良普及センター 被害防除の指導・助言 

根釧東部森林管理署 国有林内での捕獲協力・被害防除の指導・助言 

北海道旅客鉄道（株）根室駅 鉄道列車追突事故等の被害防止・対策の実施 

（株）ダイハチ 
利活用促進に向けた各種取組の実施 

（有）ユック 

関係機関の名称 役    割 

北海道根室振興局 
有害鳥獣被害防止等に関する情報提供、指導・助言と広域的

調整  

根室警察署 鳥獣被害対策（エゾシカ交通事故） 
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【ラ ッ コ】 

協議会の名称 根室市ラッコ被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役    割 

根室市 総括的な運営・連絡調整 

根室漁業協同組合 

漁業被害の把握と生息調査等への協力 
歯舞漁業協同組合 

落石漁業協同組合 

根室湾中部漁業協同組合 

公益財団法人 

日本野鳥の会根室支部 
自然保護の見地からの助言・協力 

根室市観光協会 観光面からの助言・協力 

関係機関の名称 役    割 

北海道根室振興局 
有害鳥獣被害防止等に関する情報提供、指導・助言と広域的

調整  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

北海道区水産研究所 
漁業被害防止に関する情報提供と防除助言 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

  

  

  

  

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

実施隊員は、本計画に掲げる対象鳥獣の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実

施するものとする（平成 24 年度に結成）。なお、実施隊員は猟友会会員のうち、被害対策の実

施に積極的に取り組むことが見込まれ、猟友会が推薦する者を市長が委嘱する。 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

根室地域エゾシカ・ヒグマ対策連絡協議会と連携し、情報の共有化や広域的で効果的な被害防

止対策を検討する。 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

農林水産業被害対策としての有害鳥獣捕獲と鳥獣保護区等の拡大指向など、希少動植物の保

護・保全について考え方の相違がみられることから、関係する機関・団体、地域農業者など、相

互理解のもと尊重しながら、事業に柔軟に取り組むこととする。 

 


